
 
  

 
                  
 

-------------------------------------------- 

行政・福祉職のための 
成年後見制度研修会 

-------------------------------------------- 

２０２４年５月２９日（水） 

午後１時３０分から４時３０分まで 

小牧市総合福祉施設ふれあいセンター３階大会議室 
先着６０人 

○ ご家族から成年後見制度のこと聞かれるけど、うまく説明できない・・・。 

○ 成年後見人は、どこまでやってくれるの？ 

○ 認知症の人の息子が年金を使い込んでいて、介護保険サービス費用が滞納されている。 

○ 知的障害のある人と高齢の母が二人暮らし。母親が認知症かも。 

○ 成年後見人をつけると、滞納がなくなる？ 

主催（お問い合わせ先） けんよご 尾張北部権利擁護支援センター 

電話 0568-74-5888  Fax 0568-74-5855 Web https://kenyogo.net 

 

オンライン同時配信あり 

行政職員（高齢者福祉、障害福祉、生活保護・困窮者支援、滞納管理、市民相談窓口等） 

地域包括支援センター職員、基幹型障害相談センター職員、ケアマネジャー、相談支援専門

員、ホームヘルパー、施設職員、医療ソーシャルワーカーなど  

対象者 

講義とグループワーク 

お申込み 
スマホで申込み ⇒ 

5月 22日締切 https://forms.office.com/r/vZ2T1zgqXa  



 
 
 
 
 
 
 
 

2024 年 5 月 29 日（水）行政・福祉職のための成年後見制度研修会申込書 

 

※オンライン参加の方はインターネットからお申込みください。 
  

講師に質問（なるべく講義の中で回答します） 
 
 
 

 
 
 

昨年度のアンケートから 
 
 

 
 
 
 

《 研修予告 》 
8 月 26 日（月）午後 1 時 30 分から 
虐待防止研修 講師 上田晴男さん 

会場 岩倉市生涯学習センター 

氏 名 所 属 連 絡 先 

   
   
   

Fax 0568-74-5855 

○ とてもわかりやすく基礎的な知識を知ることが出来た。 
○ 基礎知識として広く学ぶことが出来ました。成年後見制度の利用の流れや類型

の違いなど、改めて理解することができ、今後の制度利用のご相談をさせていた

だく際にも活用できると感じました。 
○ 事例を踏まえて初心者でも分かりやすかった内容と思う。 
○ 今までは、用語くらいしか知らなかったですが、基本的な知識は今回得ること

ができたので、今後利用者さんにこのような事例があったらお伝えができると思

い、いい機会を頂きました。 

 


